
登記申請は、法律の専門家である司法書士へ相談･依頼することができます。
⾧崎県司法書士会 095-823-4777 ＨＰはこちらから→

◎相続を知ってから する必要があります！

◎ となります！

義務化前に発生した相続は、
詳細は法務省ＨＰにも→

令和６年 ４月 １日から開始 ！ ！

◎住所･氏名の変更日から する必要があります！

◎ となります！

新設された法務局が職権で変更する制度である

詳細は法務省ＨＰにも→

令和8年４月１日スタート ！ ！

相続手続には、法定相続情報証明制度をご利用ください！



長崎地方法務局

遺言は、このような方にオススメ！！

自筆証書遺言書保管制度のメリット

お気軽にお問合
せください。

～お問合せは最寄りの法務局へ～

遺言書の保管申請に必要なもの

あなたの遺言書、法務局が守ります！！

自筆証書遺言書保管制度


